
第 四 小 学 校 地 区 に 児 童 館 建 設 を 再 度 問 う  

 

         質 問 者  大  坪  国  広  

 

 児 童 館 は 、 児 童 福 祉 法 で 子 ど も た ち の 遊 び

場 と 学 習 の 場 、 仲 間 づ く り 、 交 流 の 場 と し て

児 童 の 成 長 に 欠 く こ と の で き な い 施 設 と し て

設 置 さ れ た 。 ２ ４ 年 第 １ 回 定 例 会 で は 、 「 地

域 保 健 福 祉 審 議 会 の 意 見 も 聞 き 必 要 性 を 見 極

め て い く 」 と の 答 弁 で あ っ た 。 現 在 町 で は 、

「 施 設 確 保 で は な く 、 機 能 確 保 に 重 点 を 置 き

た い 」 と の 方 向 で あ る 。 し か し 、 施 設 が あ っ

て こ そ 機 能 確 保 が で き 、 内 容 が 充 実 す る と 考

え る が 町 長 の 所 見 を 伺 う 。  


